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株主優待制度の導入に関するお知らせ 
株式会社群馬銀行（頭取 齋藤 一雄）は、平成25年5月10日開催の取締役会において、株主優待制

度の導入を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度導入の目的 

株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするとともに、当行株式への投資魅力を高め、より多くの

方々に長期間当行株式を保有していただくことを目的といたします。 

 

２． 対象となる株主さま 

初回は、平成25年9月30日時点の当行株主名簿に記載された1,000株（単元株）以上をお持ち 

の株主さまを対象とさせていただきます。 

その後につきましては、毎年1回、3月31日時点の当行株主名簿に記載された1,000株（単元株） 

以上をお持ちの株主さまを対象とさせていただきます。 

 

３． 株主優待制度の内容 

地元（群馬県・埼玉県・栃木県など）の特産品を掲載しました専用カタログから、保有株式数に

応じてお好みの特産品をお選びいただきます。 

        

保有株式数 地元特産品 

1,000株以上 5,000株未満 2,500円相当 

5,000株以上 10,000株未満 4,000円相当 

10,000株以上 6,000円相当 

   

以 上 
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